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制度改正につながらなくとも、実際の支障に即した解決方策を見出すことにつながる提案
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従来型の事務局、地方６団体、学識経験者による項目選定によっては取り上げることのできなかった、義務付け・枠付
けの廃止・縮減、障害項目について提案

具体的な支障の指摘を伴った説得力ある提案

◆ 概 要

「事務・権限の移譲」、「義務付け・

枠付けの見直し」等について、具体的

支障事例や制度改正による効果とあわ

せて提案

地方公共団体等

・内閣府が実現に向けて関係府省

と調整

・重要と考えられる提案について

は、地方分権改革有識者会議又

は提案募集検討専門部会で集中

的に調査・審議

政 府
事前相談・提案

関係府省回答

関係府省回答に対する見解

提案内容、各種回答、調

整結果は、内閣府のホー

ムページで公表

提案募集方式の概要・特色

◆ 特 色

提案募集方式のこれまでの実績

◆ 対応状況

地方分権改革のこれまでの経緯

【委員会勧告方式】
地方分権推進委員会の勧告に基づく国主導の地方分権

【提案募集方式】
地方の提案に基づくボトムアップ型の地方分権改革

◆ 経 緯
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【令和７年】　※国において協議中（12月中に対応を閣議決定予定） ≪R7.10末現在≫

Ｎｏ 項目名 国への提案内容

1

地方公務員の海外渡
航に伴う渡航依頼事
務に係る都道府県経
由事務の廃止

【現状】
地方公務員の海外渡航に伴う渡航
通知依頼手続き事務処理要領で
は、政令市を除く市区町村の地方
公務員が海外渡航を行う場合、都
道府県を経由して外務省へ必要書
類を提出する必要がある。

【提案】
国のシステムなどを活用し、市区町
村から直接提出できるよう見直しを
求める。

2

リモート署名に対応し
た地方公共団体組織
認証基盤（LGPKI）の
文書等署名用職責証
明書の発行

【現状】
申請に基づく処分通知等について
は、「〇〇県知事」、「〇〇部長」等
の公印を押印しており、行政手続き
のオンライン完結を実現するため、
公印に代えてLGPKI の文書等署名
用職責証明書の利用を検討してい
るが、現状では下記の支障があり、
本県で実現には至っていない。
◆媒体がUSB トークンであって、
ローカル署名を対象としており、リ
モート署名には対応しておらず、組
織全体での利用を想定したときに利
便性（複数課での利用やテレワーク
等）の観点で支障となる。
◆証明書の発行名義が知事のみ
で、知事以外の部長名義等、複数
名義の発行ができない。

【提案】
◆証明書及び署名鍵をサーバーで
保管し、リモートで署名するときに
サーバー上で電子署名が行えるよ
うな仕組みの構築を求める。
◆知事以外に部長等複数の職責証
明書の発行が可能となるよう見直し
を求める。

本県の提案に対する国の対応状況

国の対応方針（案）

【対応予定】
本年８月までに、全地方公共団体を対象とし
たアンケート調査を実施した結果、本件経由
事務廃止提案は技術的に実現可能であり、
都道府県の負担減という観点からの効果があ
るため、提案を受け入れる方向で検討を進め
る。
他方、現状都道府県が担っている事務は、経
由事務の廃止により皆減するものではなく、
結果的に、その相当部分が市区町村及び外
務省に移管され、両者にとっては負担増とな
る点に留意が必要である。
本件経由事務の廃止に向けては、市区町村
及び外務省の負担を含むプロセス全体の合
理化につなげることが重要であり、それに向
けては、運用制度を適切に見直すことも含
め、引き続き真摯に検討を行った上で、新た
な運用制度について市区町村等への周知を
徹底するための時間的猶予が必要である。

以上に鑑み、令和９年度からの本件経由事
務の廃止を目途に、今後所要の検討等を進
めて参りたい。

【対応検討中】
仮に導入を検討する場合、システムの改修や
検証、セキュリティレベルを確保するための方
策に係る諸費用が都道府県負担金等に影響
を与える可能性があり、費用対効果等を整理
する必要がある。
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